
 

 

 

 

支払を受ける者 
 住所 

⑴令和８年 1 月 1 日現在、実際に住んでいる（生活の本拠となってい

る）住所を記入してください。 

⑵アパート、マンション名、部屋番号も正確に記入してください。 

⑶退職した方については、退職時の住所を記入してください。 

※なお、この欄に記入した住所が住民登録地と異なる場合には、摘要欄

に住民登録地を記入してください。 

 

 氏名・フリガナ・個人番号 

 受給者の氏名、フリガナ及び個人番号を記入してください。 

 受給者番号 

 納税義務者用の税額通知を電子データで受取希望の場合は、必ず記入

してください。 

 

給与支払報告書(個人別明細書)記入例 

住宅借入金等特別控除の額の内訳 
⑴（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の適用がある場合は、適用

数、控除可能額及び居住開始年月日等を記入してください。なお、居住

開始年月日の年は和暦で記入してください。 
⑵適用を受けている（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の区分を下

記のとおり記入してください。 

    

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記の区分のほか、この控除に係る住宅の新築、取得又は増改築等が 
・「特定取得」（特別特定取得以外）の場合は「（特）」 
・「特別特定取得」の場合は「（特特）」 
・「特例特別特例取得」の場合は「（特特特）」 
と併記してください。 
⑶2 以上の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の適用がある場合又

は適用を受けている住宅の取得等が特定増改築等に該当する場合は、そ

の住宅の取得等ごとに「住宅借入金等年末残高」を記入してください。 

摘要 

⑴前職分を含んで年末調整している場合は、前職分（複数ある

場合は全て）の支払者、支払金額、源泉徴収税額及び社会保険

料控除額を記入してください。 

⑵普通徴収切替理由書の普 A～普 F のいずれかに該当する場合

は、該当する符号を記入してください。 

⑶控除対象配偶者を除く同一生計配偶者が障害者、特別障害者

又は同居特別障害者に該当する場合は、その配偶者の氏名を記

入し、氏名の後に「（同配）」と記入してください。 

⑷控除対象扶養親族又は 16 歳未満の扶養親族が 5 人以上の場合

は、5 人目以降の扶養親族の氏名を記入し、16 歳未満の扶養親

族については、氏名の後に「（年少）」と記入してください。 

⑸摘要欄に氏名を記入した 16 歳未満の扶養親族が国外に居住し

ている場合は、氏名の後に「（非居住者）」と記入してくださ

い。16 歳以上の扶養親族が国外に居住している場合は、次ペー

ジの「（源泉・特別）控除対象配偶者・控除対象扶養親族」の

表から対応する数字を記入してください。 

⑹特定親族特別控除に関する事項の記入方法については、次ペ

ージを参照してください。 

 

 

 

 

 

16 歳未満の扶養親族 
⑴16 歳未満の扶養親族の氏名、フリガナ及び個人番号を必ず記

入してください。 

⑵非居住者である場合は、区分の欄に「○」を付けてください。 

※ 16 歳未満の扶養親族とは、平成 22 年 1 月 2 日以降に生まれ

たかたをいいます。 

本人該当欄 
受給者本人が該当する項目に「○」を付けてください。 
※ 未成年者とは、平成 20 年 1 月 3 日以降に生まれたかたをいいます。 

中途就・退職 

年の途中で就職や退職（死亡退職を含む。）した場合は該当す

る区分の欄に「○」を付け、その月日を記入してください。 

支払者 
支払者の住所（居所）又は所在地、氏名又は名称、電話番号及

び個人番号又は法人番号を記入してください。 

 控除対象配偶者・配偶者特別控除 
⑴控除対象配偶者を有する場合のみ、「有」の欄に「○」を付けてください。また、控除対象配

偶者が老人控除対象配偶者（70 歳以上）である場合は、「老人」の欄に「○」を付けてくださ

い。 

⑵配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額を記入してください。また、その配偶者の合計所得金

額を「配偶者の合計所得」の欄に記入してください。 

熊谷市宮町 2 丁目 47-1 

熊 谷 太 郎 
ｸﾏｶﾞﾔ  ﾀﾛｳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 

熊 谷 花 子 

ｸﾏｶﾞﾔ ｼﾞﾛｳ 
熊 谷 次 郎 

○ 380    000 

1 住(特) 30   6   16 20,000,000 
200,000 

24,000 36,000 48,000 53,000 72,000 

465   000 115    000 

昭和 63  11  10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 
熊谷市妻沼 2450 
株式会社 くまがや 048-524-1111 

給与・賞与  5   000  000 3   560  000 

1 
10    000 

2   030  000 

76     500 

 熊谷市江南中央 1-1 ㈱江南 R6.3.31 退職 支払金額 1,086,000 円 源泉税額 0 円 社会保険料 95,538 円 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ｸﾏｶﾞﾔ ﾊﾅｺ 

○ 4    1 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

住宅借入金等特別控除区分

一般の住宅借入金等特別控除（増改築等を含む。）

認定住宅(等)の新築（取得）等に係る住宅借入金等特別控除

特定増改築等住宅借入金等特別控除 増

震
震災特例法第13条の2第1項「住宅の再取得等に係る住宅借

入金等特別控除」の規定（以下「震災再取得等」）を適用
震災再取得等の適用を選択した場合で住宅が特例居住用家

屋に該当するとき
震（特家）

認

認定住宅等の新築等に係る住宅借入金等特別控除で住宅が

特例認定住宅等に該当するとき
認（特家）

住（特家）
一般の住宅借入金等特別控除（増改築等を含む。）で住宅が

特例居住用家屋に該当するとき

住

区分 記入方法

◎詳細については、国税庁ホームページの

「年末調整がよくわかるページ」を御確認

ください。 

 1 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

ｸﾏｶﾞﾔ ﾅｵｻﾞﾈ 
熊 谷 直 実 

 1 

550,000 
680,000 

受給者生年月日 
受給者の生年月日の元号を漢字（「大正」、「昭和」、「平

成」又は「令和」）で記入してください。 



○令和８年度用の給与支払報告書を使用してください。旧様式の給与支払報告書は受付できません。 

       

 

（源泉・特別）控除対象配偶者・控除対象扶養親族  
⑴（源泉・特別）控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の氏名、フリガナ及び個人番号

を必ず記入してください。 
⑵控除対象配偶者が非居住者である場合には、区分の欄に「○」を付けてください。ま

た、控除対象扶養親族が非居住者である場合には、区分の内容に応じて、次のとおり記

入してください。 

 
 

※１ 源泉徴収票を書面で税務署へ提出する場合は、空欄としてください。 
※２ 「留学生」とは、留学により国内に住所及び居所を有しなくなったかたをいいます。  

※３ 「３８万円以上送金」とは、扶養控除の適用を受けようとする居住者から、その年に生活費又は

教育費に充てるための支払を３８万円以上受けているかたをいいます。 

※４ ３０歳以上７０歳未満の非居住者が上記０２～０４の要件に複数該当する場合は、いずれかひと

つを記入してください。 

控除対象扶養親族の区分 記載方法

居住者 00※1

非居住者（30歳未満又は70歳以上） 01

非居住者（30歳以上70歳未満、留学生※2） 02

非居住者（30歳以上70歳未満、障害者） 03

非居住者（30歳以上70歳未満、38万円以上送金※3） 04

寡婦・ひとり親控除 
 次のいずれかの区分に該当する場合には、該当する欄に「○」を付けてください。 
①寡婦控除（ひとり親に該当する人を除く。） 
 1. 夫と離婚した後婚姻をしていない人で、次の要件のいずれにも該当する人 
  ｲ. 扶養親族を有する 
  ﾛ. 合計所得金額が 500 万円以下 
  ﾊ. その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない 
 2. 夫と死別した後婚姻していない人又は夫の生死が明らかでない人で、次の要件の 

いずれにも該当する人 

  ｲ. 合計所得金額が 500 万円以下 
  ﾛ. その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない 

 

②ひとり親控除 
 所得者本人が現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死が明らかでない人で、次の要

件のいずれにも該当する人 
  ｲ. その人と生計を一にする子（他の人の同一生計配偶者又は扶養親族とされている

人を除き、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が 58

万円以下の子に限る。）を有する 

  ﾛ. 合計所得金額が 500 万円以下 
  ﾊ. その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない 

所得金額調整控除 
給与の収入金額が 850 万円を超える方で、次のいずれかに該当する

場合には給与等の収入金額（1,000 万円を超える場合は 1,000 万円）か

ら 850 万円を控除した金額の 10％に相当する金額(0～15 万円)を記入

してください。 

 なお、所得金額調整控除の適用がある場合には、所得金額調整控除

の額を控除した金額を「給与所得控除後の金額（調整控除後）」に記

入してください。 

 

［適用要件］次のいずれかに該当 

(1)本人が特別障害者  (2)23 歳未満の扶養親族がいる 

(3)特別障害者の同一生計配偶者又は扶養親族がいる 

 

 

【新設】特定親族特別控除 

 生計を一にする年齢 19 歳以上 23 歳未満の親族等で、控除対象扶養

親族に該当しないかた（合計所得金額 58 万円超 123 万円以下）を有す

る場合には、前年の総所得金額等から控除額が適用されます。 

特定親族特別控除の適用を受けた場合は、特定親族各人別の特定親

族特別控除の額に応じて、区分の欄に次のように記入してください。 

 
 

【変更あり】給与所得控除の額 

 以下の表から給与所得控除の額を計算し、給与所得控除後の金額を

記入してください。 

給与収入 給与所得控除の額 

162 万 5,000 円以下  

65 万円 162 万 5,000 円超 180 万円以下 

180 万円超 190 万円以下 

190 万円超 360 万円以下 給与収入×30％ ＋8 万円 

360 万円超 660 万円以下 給与収入×20％ ＋44 万円 

660 万円超 850 万円以下 給与収入×10％ ＋110 万円 

850 万円超 195 万円（上限） 

 

【変更あり】基礎控除の額 

 基礎控除の額は、「給与所得者の基礎控除申告書」から転記してく

ださい。 

合計所得金額 基礎控除の額 

132 万円以下 95 万円 

132 万円超 336 万円以下 88 万円 

336 万円超 489 万円以下 68 万円 

489 万円超 655 万円以下 63 万円 

655 万円超 2,350 万円以下 58 万円 

2,350 万円超 2,400 万円以下 48 万円 

2,400 万円超 2,450 万円以下 32 万円 

2,450 万円超 2,500 万円以下 16 万円 

2,500 万円超 0 円 

 

摘要欄への記入方法

要件 記入方法

同一生計配偶者が特別障害者
同一生計配偶者の氏名(同配)

例)　熊谷　花子(同配)

扶養親族が特別障害者又は23歳未満
扶養親族の氏名(調整)

例)　熊谷　太郎(調整)

熊谷市宮町 2 丁目 47-1 

熊谷 大介 
ｸﾏｶﾞﾔ ﾀﾞｲｽｹ 

2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 

給与・賞与 

昭和 40 

 

12 1 

熊谷 一郎 
ｸﾏｶﾞﾔ ｲﾁﾛｳ 

01 

ｸﾏｶﾞﾔ ｼﾞﾛｳ 
30 熊谷 二郎 

2 １ １ 

9  000  000  7  000  000 

  50,000  580,000 

960  000 120  000 

80,000 60,000 68,000 40,000 73,000 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 

 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 
熊谷市妻沼 2450 
株式会社 くまがや 048-123-4567 

 2  930  000 

510  000 

熊谷 花江 ○ ｸﾏｶﾞﾔ  ﾊﾅｴ 

7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 

○ 380  000 

394  600 


